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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１基板と、
　前記第１基板の上方に形成された、赤色光を発する赤色発光部、緑色光を発する緑色発
光部、青色光を発する青色発光部、及び、非発光部を含む有機ＥＬ部と、
　前記青色発光部及び前記非発光部の上方に形成された、青色光を選択的に透過し、かつ
、緑色光と赤色光とを選択的に吸収する第１調光層と、
　前記赤色発光部及び前記緑色発光部の上方に形成された、青色光を選択的に吸収し、か
つ、緑色光と赤色光とを選択的に透過する第２調光層と、
　前記有機ＥＬ部の上方に設けられた第３調光層とを備え、
　前記第３調光層は、５２０～６００ｎｍにおいて極大吸収波長となる吸収ピークを有し
、当該吸収ピークの半値幅は、１００ｎｍ以下である
　有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項２】
　前記第２調光層は、さらに、前記非発光部の上方に形成されている
　請求項１記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項３】
　前記非発光部の上方における前記第１調光層及び前記第２調光層が形成された領域は、
青色光及び緑色光の中間波長の光を透過する透過特性を有する
　請求項２記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
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【請求項４】
　前記第２調光層は、５２０～６００ｎｍにおいて極大吸収波長となる吸収ピークを有し
、
　当該吸収ピークの半値幅は、１００ｎｍ以下である
　請求項１記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項５】
　前記有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、さらに、
　前記第１基板とは異なる第２基板を備え、
　前記第１調光層は、前記第２基板上に形成され、
　前記第１基板と前記第２基板とは、前記第１調光層と前記有機ＥＬ部とが向かい合う向
きに配置されている
　請求項１記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項６】
　前記第３調光層は、着色された位相差フィルム、着色された偏光フィルム、着色された
反射防止フィルム、又は、着色されたアンチグレアフィルムである
　請求項１記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項７】
　前記有機ＥＬ部、前記第１調光層、及び前記第３調光層は、この順で積層されている
　請求項１記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項８】
　前記有機ＥＬ部、前記第３調光層、及び前記第１調光層は、この順で積層されている
　請求項１記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項９】
　前記有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、さらに、
　前記第１基板とは異なる第２基板を備え、
　前記第１調光層及び前記第３調光層は、この順で前記第２基板上に形成され、
　前記第１基板と前記第２基板とは、前記第３調光層と前記有機ＥＬ部とが向かい合う向
きに配置されている
　請求項１記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１０】
　前記有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、さらに、
　前記第１基板とは異なる第２基板を備え、
　前記第３調光層は、着色された樹脂層であり、
　前記有機ＥＬ部と前記第１調光層とは、前記第３調光層によって貼り合わされている
　請求項１記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１１】
　前記第３調光層は、着色されたガラス又はプラスチックからなる前記第２基板である
　請求項５記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１２】
　前記有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、さらに、反射防止フィルム又はアンチ
グレアフィルムを備え、
　前記第３調光層は、着色された樹脂層であり、
　前記反射防止フィルム又は前記アンチグレアフィルムと前記第２基板とは、前記第３調
光層によって貼り合わされている
　請求項５記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１３】
　前記第１調光層は、４００～４８０ｎｍにおいて極大透過波長となる透過ピークを有し
、
　当該透過ピークの半値幅は、１００ｎｍ以下である
　請求項１記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
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【請求項１４】
　前記第２調光層の吸収ピークの波長は、５００ｎｍ以下であり、
　かつ、透過ピークの波長は、５００ｎｍ以上である
　請求項１記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス表示装置（以下、有機ＥＬ表示装置とも記載
する）に関し、特に、発光層から発する光の色度調整をするための調光層を備える有機Ｅ
Ｌ表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ表示装置は、有機化合物の電界発光現象を利用した発光表示装置であり、高輝
度の明るい発光が容易に得られることから、携帯電話機などに用いられる小型の表示装置
として実用化されている。
【０００３】
　有機ＥＬ表示装置は、画素ごとに独立に発光制御可能な複数の有機ＥＬ素子を基板上に
配置して構成される。多色発光が可能な有機ＥＬ表示装置は、例えば青、緑、赤といった
異なる色（異なる波長）の光を発生する複数の単色発光有機ＥＬ素子を周期的に配列する
ことで構成される。
【０００４】
　多色発光有機ＥＬ表示装置を含むカラー表示装置（以下、カラー有機ＥＬ表示装置とも
記載する）には、その表示品質性能として、出射光の色純度が高いこと、及び、コントラ
ストに優れた画像が表示可能であることが求められる。そのような要請に応えるべく、従
来、種々の表示装置が提案されている。
【０００５】
　ここで、色純度が高いということは、色度座標において、可視光領域の単波長の光が描
く軌跡で囲まれた領域のより多くの部分を表現可能であることを意味する。
【０００６】
　また、コントラストとは、非発光部と発光部との輝度の比（発光部の輝度÷非発光部の
輝度）を意味する。本来、非発光である部位が外光反射などで輝度が高い場合、コントラ
ストは低く、表示装置は鮮明な画像を表示できない。逆に、非発光である部位の輝度が低
い場合、コントラストは高く、より深い黒表示が可能であるため、表示装置は鮮明な画像
を表示することが可能となる。
【０００７】
　コントラストは、特に明所で表示装置を見る場合において重要である。非発光部が外光
、例えば室内照明を反射するために、非発光部の輝度が高いため、コントラストを高める
ことが困難となる。明所でコントラストを高めるためには、非発光部の外光反射率を低下
させる必要がある。
【０００８】
　以上の点を踏まえると、単に発光画素のみからなる表示装置では、色純度を高め、外光
反射を抑える機能は十分ではない。
【０００９】
　特許文献１は、波長選択層（カラーフィルタ）の各有機ＥＬ素子に対応する部位に、各
有機ＥＬ素子で生じた青、緑、及び赤の何れかの光を選択的に透過させる波長選択性を持
たせた多色発光有機ＥＬ表示装置を開示している。このような構成に、隣接する有機ＥＬ
素子間の非発光領域上に可視光吸収材料を配置する慣用の構成（ブラックマトリクスと呼
ばれる）を組み合わせてもよい。
【００１０】
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　この多色発光有機ＥＬ表示装置によれば、出射光の色に適した波長選択特性を持つカラ
ーフィルタによって各有機ＥＬ素子の出射光の色純度が高められ、かつ、可視光吸収材料
によって外光が吸収されることでコントラストに優れた画像が表示できる。
【００１１】
　また、特許文献２は、２つの出射光の波長の間の波長（例えば、青と緑の間の中間波長
及び緑と赤の間の中間波長）の光を全面で吸収するディスプレイフィルタ、及びそのよう
なディスプレイフィルタを用いたプラズマディスプレイパネルを開示している。このディ
スプレイフィルタによれば、各発光画素からの出射光に含まれる中間波長の光が吸収され
ることにより、出射光の色純度が高められる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００３－１７３８７５号公報
【特許文献２】特開２００７－２２６２３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、上記従来技術では、以下に示すような課題がある。
【００１４】
　例えば、特許文献１の多色発光有機ＥＬ表示装置では、カラーフィルタの各有機ＥＬ素
子に合わせた部位に出射光の色に適した波長選択特性を持たせるため、優れた色純度が得
られる反面、作製コストの面で課題がある。例えば、青、緑、赤用のそれぞれのカラーフ
ィルタに対応する色素材料、及びブラックマトリクスに対応する可視光吸収材料の４種類
の材料を塗り分けるといったプロセスが必要となるため、カラーフィルタの作製に要する
コストは大きくならざるを得ない。
【００１５】
　また、特許文献２のディスプレイフィルタを用いた場合、全面で均一な波長選択特性を
持つため、非常に安価に作製できる反面、青及び緑の光の発光ピーク波長が近接している
有機ＥＬ表示装置には不向きであるという課題がある。有機ＥＬ表示装置において青と緑
の中間波長の光を吸収すれば有用な波長の光まで吸収されてしまい、例えば、青の色純度
を得るために緑の発光効率が大きく低減するといった不都合が生じる。
【００１６】
　また、コントラストを改善するためには、偏光板を用いて外光の反射率を低減する手法
が一般に知られている。しかし、偏光板は一般に高価であり、コストの問題が大きい。か
つ、偏光板は、デバイス内部からの発光の透過率が低いために輝度の低下や消費電力の増
大の問題がある。
【００１７】
　そこで、本発明は、上記従来の課題を解決するためになされたものであり、コスト、色
純度、透過率、反射低減、及び反射色の全てをバランスよく満たす有機エレクトロルミネ
ッセンス表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記目的を達成するため、本発明に係る有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、第
１基板と、前記第１基板の上方に形成された、赤色光を発する赤色発光部、緑色光を発す
る緑色発光部、青色光を発する青色発光部、及び、非発光部を含む有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）部と、前記青色発光部及び前記非発光部の上方に形成
された、青色光を選択的に透過し、かつ、緑色光と赤色光とを選択的に吸収する第１調光
層と、前記赤色発光部及び前記緑色発光部の上方に形成された、青色光を選択的に吸収し
、かつ、緑色光と赤色光とを選択的に透過する第２調光層と、前記有機ＥＬ部の上方に設
けられた第３調光層とを備え、前記第３調光層は、５２０～６００ｎｍにおいて極大吸収
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波長となる吸収ピークを有し、当該吸収ピークの半値幅は、１００ｎｍ以下である。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、低コストで、かつ、色純度、透過率、反射低減、反射色がバランスよ
く満たされた有機エレクトロルミネッセンス表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本実施の形態の実施例１に係る有機ＥＬ表示装置の概略構成（赤色発光
部、緑色発光部、青色発光部を一組とした画素）の一例を示す分解斜視図である。
【図２】図２は、本実施の形態の実施例１に係る有機ＥＬ表示装置の構成の一例を示す断
面構成図である。
【図３】図３は、本実施の形態の実施例１に係る有機ＥＬ表示装置における、調光層の透
過率の一例と、調光層を透過する前後の光のスペクトルの一例を示す図である。
【図４】図４は、本実施の形態の実施例２に係る有機ＥＬ表示装置の構成の一例を示す断
面構成図である。
【図５】図５は、本実施の形態の実施例２に係る有機ＥＬ表示装置における、調光層の透
過率の一例と、調光層を透過する前後の光のスペクトルの一例を示す図である。
【図６】図６は、本実施の形態の実施例３に係る有機ＥＬ表示装置の構成の一例を示す断
面構成図である。
【図７】図７は、本実施の形態の実施例３に係る有機ＥＬ表示装置における、調光層の透
過率の一例と、調光層を透過する前後の光のスペクトルの一例を示す図である。
【図８】図８は、本実施の形態の実施例４に係る有機ＥＬ表示装置の構成の一例を示す断
面構成図である。
【図９】図９は、本実施の形態の実施例４に係る有機ＥＬ表示装置における、調光層の透
過率の一例を示す図である。
【図１０】図１０は、本実施の形態の実施例５に係る有機ＥＬ表示装置の構成の一例を示
す断面構成図である。
【図１１】図１１は、本実施の形態の実施例５に係る有機ＥＬ表示装置における、調光層
の透過率の一例を示す図である。
【図１２】図１２は、本実施の形態の実施例６に係る有機ＥＬ表示装置の構成の一例を示
す断面構成図である。
【図１３】図１３は、本実施の形態の実施例６に係る有機ＥＬ表示装置における、調光層
の透過率の一例を示す図である。
【図１４】図１４は、本実施の形態の比較例１に係る有機ＥＬ表示装置の構成の一例を示
す断面構成図である。
【図１５】図１５は、本実施の形態の比較例１に係る有機ＥＬ表示装置における、調光層
を透過する前後の光のスペクトルの一例を示す図である。
【図１６】図１６は、本実施の形態の比較例２に係る有機ＥＬ表示装置の構成の一例を示
す断面構成図である。
【図１７】図１７は、本実施の形態の比較例２に係る有機ＥＬ表示装置における、調光層
の透過率の一例と、調光層を透過する前後の光のスペクトルの一例とを示す図である。
【図１８】図１８は、本実施の形態の比較例３に係る有機ＥＬ表示装置の構成の一例を示
す断面構成図である。
【図１９】図１９は、本実施の形態の比較例３に係る有機ＥＬ表示装置における、調光層
の透過率の一例と、調光層を透過する前後の光のスペクトルの一例とを示す図である。
【図２０】図２０は、本実施の形態の比較例４に係る有機ＥＬ表示装置の構成の一例を示
す断面構成図である。
【図２１】図２１は、本実施の形態の比較例４に係る有機ＥＬ表示装置における、調光層
の透過率の一例と、調光層を透過する前後の光のスペクトルの一例とを示す図である。
【図２２】図２２は、本実施の形態において外光反射率を計算するために用いた蛍光灯か
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ら発せられる光のスペクトルの一例を示す図である。
【図２３】図２３は、本実施の形態の別の実施例に係る有機ＥＬ表示装置の構成の一例を
示す断面構成図である。
【図２４】図２４は、本実施の形態の別の実施例に係る有機ＥＬ表示装置の構成の一例を
示す断面構成図である。
【図２５】図２５は、本実施の形態の別の実施例に係る有機ＥＬ表示装置の構成の一例を
示す断面構成図である。
【図２６】図２６は、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の適用例の外観図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明に係る有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、第１基板と、前記第１基板の
上方に形成された、赤色光を発する赤色発光部、緑色光を発する緑色発光部、青色光を発
する青色発光部、及び、非発光部を含む有機ＥＬ部と、前記青色発光部及び前記非発光部
の上方に形成された、青色光を選択的に透過し、かつ、緑色光と赤色光とを選択的に吸収
する第１調光層と、前記赤色発光部及び前記緑色発光部の上方に形成された、青色光を選
択的に吸収し、かつ、緑色光と赤色光とを選択的に透過する第２調光層とを備える。
【００２２】
　これにより、青色発光部及び非発光部の上に設けられた第１調光層（例えば、青カラー
フィルタ）と、赤色発光部及び緑色発光部上に設けられた第２調光層（例えば、黄カラー
フィルタ）とを備えるので、従来技術（ＲＧＢのそれぞれに対応させた３色のカラーフィ
ルタと、ブラックマトリクスとで構成されるもの）と比較して遥かに簡素な構成によって
、従来技術と同程度の色純度及び透過率を発揮することができる。さらに、特に、第１調
光層を透過する青色光と、第２調光層を透過する黄色光とが補色の関係にあるため、反射
光を白に近い色にすることができる。
【００２３】
　また、従来のカラーフィルタでは、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）、及び、ブラ
ックマトリクス（ＢＭ）の４種類の材料が必要であったが、本発明に係る有機ＥＬ表示装
置では、第１調光層及び第２調光層の２種類の材料で済み、生産性を高めることもできる
。
【００２４】
　さらに、別個のブラックマトリクスを用いなくても、有機ＥＬ表示装置の表示画面によ
って外光が反射するのを低減できる。また、青色光を選択的に透過する調光層と、前記非
発光部に重なる部分において外光を吸収する調光層とを同一材料で共用できる。
【００２５】
　また、黄色の発光強度のピークは、緑色光及び赤色光の発光強度のピークからずれてい
るため、第２調光層は緑色光及び赤色光の色度にほとんど影響を与えないので、従来と同
程度の色度を維持できる。
【００２６】
　また、前記第２調光層は、さらに、前記非発光部の上方に形成されていてもよい。
【００２７】
　これにより、非発光部には、第１調光層（青カラーフィルタ）及び第２調光層（黄カラ
ーフィルタ）の両方が重ねられているので、非発光部が黒色に近い色となり、反射光をよ
り白色に近い色にすることができる。そのため、別個のブラックマトリクスを用いなくて
も、ブラックマトリクスと同程度に、外光により有機ＥＬ表示装置の表示画面が反射する
のを低減できる。
【００２８】
　また、前記非発光部の上方における前記第１調光層及び前記第２調光層が形成された領
域は、青色光及び緑色光の中間波長の光を透過する透過特性を有してもよい。
【００２９】
　これにより、緑色光の反射により、本発明に係る有機ＥＬ表示装置が発する青紫色を打
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ち消すことができるので、非発光部と発光部とのコントラストを高めることができる。
【００３０】
　また、前記第２調光層は、５２０～６００ｎｍにおいて極大吸収波長となる吸収ピーク
を有し、当該吸収ピークの半値幅は、１００ｎｍ以下であってもよい。
【００３１】
　これにより、オレンジ色の光を吸収し、外光反射を低減することができる。蛍光灯の光
は、オレンジ色の成分を多く含むために、特に有効である。
【００３２】
　また、前記有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、さらに、前記第１基板とは異な
る第２基板を備え、前記第１調光層は、前記第２基板上に形成され、前記第１基板と前記
第２基板とは、前記第１調光層と前記有機ＥＬ部とが向かい合う向きに配置されていても
よい。
【００３３】
　これにより、有機ＥＬ部と調光層とをそれぞれ異なる基板に、互いに独立したプロセス
で形成することができる。
【００３４】
　また、前記有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、さらに、前記有機ＥＬ部の上方
に設けられた第３調光層を備え、前記第３調光層は、５２０～６００ｎｍにおいて極大吸
収波長となる吸収ピークを有し、当該吸収ピークの半値幅は、１００ｎｍ以下であっても
よい。
【００３５】
　これにより、オレンジ色の光を吸収し、外光反射をさらに低減することができる。
【００３６】
　また、前記第３調光層は、着色された位相差フィルム、着色された偏光フィルム、着色
された反射防止フィルム、又は、着色されたアンチグレアフィルムであってもよい。
【００３７】
　また、前記有機ＥＬ部、前記第１調光層、及び前記第３調光層は、この順で積層されて
いてもよい。
【００３８】
　また、前記有機ＥＬ部、前記第３調光層、及び前記第１調光層は、この順で積層されて
いてもよい。
【００３９】
　また、前記有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、さらに、前記第１基板とは異な
る第２基板を備え、前記第１調光層及び前記第３調光層は、この順で前記第２基板上に形
成され、前記第１基板と前記第２基板とは、前記第３調光層と前記有機ＥＬ部とが向かい
合う向きに配置されていてもよい。
【００４０】
　これにより、有機ＥＬ部と調光層とをそれぞれ異なる基板に、互いに独立したプロセス
で形成することができる。
【００４１】
　また、前記有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、さらに、前記第１基板とは異な
る第２基板を備え、前記第３調光層は、着色された樹脂層であり、前記有機ＥＬ部と前記
第１調光層とは、前記第３調光層によって貼り合わされていてもよい。
【００４２】
　また、前記第３調光層は、着色されたガラス又はプラスチックからなる前記第２基板で
あってもよい。
【００４３】
　また、前記有機ＥＬ表示装置は、さらに、反射防止フィルム又はアンチグレアフィルム
を備え、前記第３調光層は、着色された樹脂層であり、前記反射防止フィルム又は前記ア
ンチグレアフィルムと前記第２基板とは、前記第３調光層によって貼り合わされていても
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よい。
【００４４】
　また、前記有機ＥＬ表示装置は、前記有機ＥＬ部を挟むように形成された陽極及び陰極
と、前記陽極から前記陰極の間に配置される１層以上の着色された有機層である第３調光
層とを備え、前記第３調光層は、５２０～６００ｎｍにおいて極大吸収波長となる吸収ピ
ークを有し、当該吸収ピークの半値幅は、１００ｎｍ以下であってもよい。
【００４５】
　また、前記第１調光層は、４００～４８０ｎｍにおいて極大透過波長となる透過ピーク
を有し、当該透過ピークの半値幅は、１００ｎｍ以下であってもよい。
【００４６】
　また、前記第２調光層の吸収ピークの波長は、５００ｎｍ以下であり、かつ、透過ピー
クの波長は、５００ｎｍ以上であってもよい。
【００４７】
　以下、本発明に係る有機ＥＬ表示装置の実施の形態について、図面を参照しながら説明
する。なお、本実施の形態では、トップエミッション型の有機ＥＬ表示装置について説明
するが、ボトムエミッション型の有機ＥＬ表示装置でも実現することができる。
【００４８】
　本実施の形態では、実施例１～６及び従来の比較例１～４の構成を比較することで、本
発明の有用性と本発明の必然性とについて説明する。
【００４９】
　（実施例１）
　実施例１に係る有機ＥＬ表示装置は、赤色光を発する赤色発光層と、緑色光を発する緑
色発光層と、青色光を発する青色発光層と、非発光部とを含む有機ＥＬ部を備える。実施
例１に係る有機ＥＬ表示装置は、青色発光層及び非発光部の上方には、青色光を選択的に
透過し、青色光以外の光を選択的に吸収する第１調光層が形成され、赤色発光層及び緑色
発光層の上方には、青色光を選択的に吸収し、青色光以外の光を選択的に透過する第２調
光層が形成されていることを特徴とする。
【００５０】
　図１は、本実施の形態の実施例１に係る有機ＥＬ表示装置１００の概略構成の一例を示
す分解斜視図である。また、図２は、図１に示すＡ－Ａ断面における、本実施の形態の実
施例１に係る有機ＥＬ表示装置１００の断面図である。
【００５１】
　図１に示すように、有機ＥＬ表示装置１００は、主基板１０１と、副基板１２０とを備
える。主基板１０１と副基板１２０とは、接着性を有する樹脂層１１０（図１には図示せ
ず）によって貼り合わせられている。なお、主基板１０１と副基板１２０とが貼り合わさ
れているとは、直接主基板１０１と副基板１２０とが貼り合わされていることだけでなく
、主基板１０１上に形成された層と、副基板１２０上に形成された層とが貼り合わされて
いることも意味する。
【００５２】
　主基板１０１の上方には、赤色光（約６００～６７０ｎｍ）を発する赤色発光層１０５
Ｒと、緑色光（約５１０～５７０ｎｍ）を発する緑色発光層１０５Ｇと、青色光（約４４
０～５００ｎｍ）を発する青色発光層１０５Ｂと、非発光部であるバンク１０３とを含む
有機ＥＬ部が形成されている。各色発光層及び非発光部は、有機ＥＬ表示装置１００の表
示面に形成される。なお、主基板１０１は、例えば、ガラス基板などであり、トランジス
タアレイなどを含む駆動回路（図示せず）が形成されている。
【００５３】
　赤色発光層１０５Ｒ、緑色発光層１０５Ｇ及び青色発光層１０５Ｂのそれぞれの発光波
長の詳細については、図面を用いて後で説明する。なお、赤色発光層１０５Ｒ、緑色発光
層１０５Ｇ及び青色発光層１０５Ｂのそれぞれに用いられる発光材料は、特に限定される
ものではなく、低分子系の材料、高分子系の材料又はこれらの混合物でもよい。なお、こ
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れらの発光材料は、出射光として望まれる色度に対して、ある程度近い色度の光を発する
材料であることが好ましい。
【００５４】
　また、図１及び図２に示すように、副基板１２０には、第１調光層１２１と、第２調光
層１２２とが形成されている。なお、副基板１２０は、例えば、ガラス基板などの光透過
性を有する透明基板である。
【００５５】
　第１調光層１２１は、青色発光層１０５Ｂ及び非発光部であるバンク１０３の上方に形
成された、青色光を選択的に透過し、かつ、緑色光と赤色光とを選択的に吸収するカラー
フィルタであり、例えば、青カラーフィルタである。第１調光層１２１は、青色発光層１
０５Ｂから発せられる青色光の純度を向上させるとともに、非発光部であるバンク１０３
上の領域では外光を吸収することで、コントラストを向上させることができる。
【００５６】
　第２調光層１２２は、赤色発光層１０５Ｒ及び緑色発光層１０５Ｇの上方に形成された
、青色光を選択的に吸収し、かつ、緑色光と赤色光とを選択的に透過するカラーフィルタ
であり、例えば、黄カラーフィルタである。第２調光層１２２は、赤色発光層１０５Ｒか
ら発せられる赤色光の純度を向上させるとともに、緑色発光層１０５Ｇから発せられる緑
色光の純度を向上させることができる。
【００５７】
　第１調光層１２１及び第２調光層１２２の材質は、特に限定されるものではなく、例え
ば、顔料又は染料を分散させた樹脂を好ましくは用いることができる。なお、第１調光層
１２１及び第２調光層１２２のそれぞれの吸収波長及び透過波長については、図面を用い
て後で説明する。
【００５８】
　なお、実施例１の有機ＥＬ表示装置１００では、図１及び図２に示すように、第１調光
層１２１と第２調光層１２２とは、同一の層として一体に形成されている。また、第１調
光層１２１は、青色発光層１０５Ｂ及びバンク１０３に重なるように形成されており、第
２調光層１２２は、赤色発光層１０５Ｒ及び緑色発光層１０５Ｇに重なるように形成され
ている。
【００５９】
　ここで、「重なる」とは、下層と上層とが同面積で重なっている場合のほか、上層と下
層とが一部でも重なっているものも含む。例えば、上層が下層よりも広い面積で重なって
いる場合、あるいは、下層が上層よりも広い面積で重なっている場合も含む。
【００６０】
　具体的には、図１に示すように、青色発光層１０５Ｂ及びバンク１０３の合計面積と、
第１調光層１２１の面積とが等しくなるように、第１調光層１２１は、青色発光部１０７
及びバンク１０３の上方に形成される。また、赤色発光層１０５Ｒ及び緑色発光層１０５
Ｇの合計面積と、第２調光層１２２の面積とが等しくなるように、第２調光層１２２は、
赤色発光層１０５Ｒ及び緑色発光層１０５Ｇの上方に形成される。
【００６１】
　さらに、有機ＥＬ表示装置１００は、図２に示すように、陽極１０２と、正孔輸送層１
０４と、陰極１０６とを備える。陽極１０２、正孔輸送層１０４、有機ＥＬ部及び陰極１
０６は、この順に主基板１０１上に形成される。
【００６２】
　陽極１０２は、主基板１０１上に形成された光反射性を有する電極であって、電圧が印
加されることにより、有機発光層（赤色発光層１０５Ｒ、緑色発光層１０５Ｇ及び青色発
光層１０５Ｂ）に正孔を注入する。陽極１０２は、図２に示すように、画素毎にパターニ
ングされている。
【００６３】
　陽極１０２の材料は、特に限定されるものではなく、一例として、アルミニウム、銀、
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クロム、ニッケルなどである。また、陽極１０２は、複数の層からなる積層構造でもよく
、例えば、アルミニウム上にＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）を形成したも
のでもよい。
【００６４】
　バンク１０３は、各有機発光層（赤色発光層１０５Ｒ、緑色発光層１０５Ｇ及び青色発
光層１０５Ｂ）を分離する絶縁性の樹脂である。バンク１０３は絶縁されており、電子正
孔対の再結合などは行われないため発光せず、上述したように非発光部として機能する。
バンク１０３の材料は、特に限定されるものではなく、例えば、レジストなどの絶縁性か
つ感光性の樹脂が用いられる。
【００６５】
　正孔輸送層１０４は、陽極１０２上に形成され、有機発光層への正孔の注入を促進する
ための層である。正孔輸送層１０４の材料は、特に限定されるものではなく、一例として
、トリアリールアミン誘導体などである。なお、低分子系の材料、高分子系の材料又はこ
れらの混合物でもよい。
【００６６】
　陰極１０６は、各有機発光層及びバンク１０３上に形成された光透過性を有する電極で
あって、電圧が印加されることにより、有機発光層に電子を注入する。陰極１０６の材料
は、特に限定されるものではなく、例えば、フッ化リチウムと、マグネシウム及び銀の合
金とを積層した構造でもよい。なお、本実施の形態の有機ＥＬ表示装置１００は、トップ
エミッション型であるため、光取り出し効率を高めるためには可視光の透過率が高いこと
が好ましい。
【００６７】
　樹脂層１１０は、光透過性及び接着性を有する樹脂であり、有機ＥＬ部などが形成され
ている主基板１０１と、第１調光層１２１及び第２調光層１２２が形成されている副基板
１２０とを貼り合わせる機能を有する。樹脂層１１０の材料は、特に限定されるものでは
なく、例えば、アクリル系樹脂が用いられる。
【００６８】
　次に、図２を参照して、本実施の形態の実施例１における有機ＥＬ表示装置１００の製
造方法を説明する。
【００６９】
　まず、主基板１０１を準備する。主基板１０１には、アクティブマトリクス型表示装置
において、周知のトランジスタアレイなどを含む駆動回路が形成される。
【００７０】
　次に、陽極１０２を形成する。例えば、陽極１０２の材料であるアルミニウムなどを、
真空蒸着法又はスパッタ法などにより主基板１０１上に堆積し、フォトリソグラフィ法な
どにより所定の形状（例えば、画素毎）にパターニングすることで、陽極１０２を形成す
る。陽極１０２の形成方法は、特に限定されるものではない。
【００７１】
　次に、バンク１０３を形成する。例えば、バンク１０３の材料をウェットプロセスなど
によって全面に成膜し、陽極１０２の上面を露出させるようにフォトリソグラフィ法など
によりパターニングすることで、バンク１０３を形成する。バンク１０３の形成方法は、
特に限定されるものではない。
【００７２】
　次に、正孔輸送層１０４を形成する。例えば、インクジェット法などのウェットプロセ
ス、又は、真空蒸着法などのドライプロセスによって、正孔輸送層１０４を形成する。正
孔輸送層１０４の形成方法は、特に限定されるものではない。
【００７３】
　次に、有機発光層（赤色発光層１０５Ｒ、緑色発光層１０５Ｇ及び青色発光層１０５Ｂ
）を形成する。例えば、インクジェット法などの塗布法により各有機発光層の発光材料を
塗布することで、赤色発光層１０５Ｒ、緑色発光層１０５Ｇ及び青色発光層１０５Ｂを形
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成する。
【００７４】
　次に、陰極１０６を形成する。例えば、陰極１０６の材料を、真空蒸着法又はスパッタ
法などにより、各有機発光層及びバンク１０３上の全面に堆積することで、陰極１０６を
形成する。
【００７５】
　以上の製造工程とは独立して、第１調光層１２１及び第２調光層１２２を備える副基板
１２０を製造する。
【００７６】
　副基板１２０上に第１調光層１２１及び第２調光層１２２を形成する方法は、特に限定
されるものではない。例えば、顔料又は染料を分散させた感光性の樹脂を、塗布法などに
より副基板１２０上に堆積させ、フォトリソグラフィ法などによりパターニングすること
で、第１調光層１２１及び第２調光層１２２を形成する。
【００７７】
　なお、第１調光層１２１は、主基板１０１と副基板１２０とを貼り合わせた際に、非発
光部であるバンク１０３及び青色発光層１０５Ｂに重なるように形成される。第２調光層
１２２は、赤色発光層１０５Ｒ及び緑色発光層１０５Ｇに重なるように形成される。
【００７８】
　最後に、有機ＥＬ部などが形成された主基板１０１と、第１調光層１２１及び第２調光
層１２２が形成された副基板１２０とを、樹脂層１１０によって貼り合わせる。貼り合わ
せの方法は、特に限定されるものではなく、例えば、顔料を分散させた光硬化性の樹脂を
用いて主基板１０１と副基板１２０とを接着させた後、光照射により樹脂を硬化させるこ
とで、貼り合わせを行う。このように、主基板１０１と副基板１２０とは、第１調光層１
２１と有機ＥＬ部とが向かい合うように配置される。
【００７９】
　図３は、本実施の形態の実施例１に係る有機ＥＬ表示装置１００における、調光層の透
過率の一例と、調光層を透過する前後の光のスペクトルの一例とを示す図である。図３に
示す“ＣＦ－Ｂ”は、第１調光層１２１の透過率を示しており、“ＣＦ－Ｒ、ＣＦ－Ｇ”
は、第２調光層１２２の透過率を示している。なお、図３では、透過率は、強度１００の
光が調光層を透過した際に出射される光の強度で表される。他のスペクトル図においても
同様である。
【００８０】
　また、“Ｒ”は、赤色発光層１０５Ｒから発する赤色光、“Ｇ”は、緑色発光層１０５
Ｇから発する緑色光、“Ｂ”は、青色発光層１０５Ｂから発する青色光を示している。こ
れらは、後述する比較例１のように、各色発光層から発せられ、調光層を透過せずに外部
に出射した光の強度の最大値を１００とする。
【００８１】
　さらに、“Ｒ（透過後）”は、第２調光層１２２を透過した後の赤色光、“Ｇ（透過後
）”は、第２調光層１２２を透過した後の緑色光、“Ｂ（透過後）”は、第１調光層１２
１を透過した後の青色光を示している。
【００８２】
　図３の“ＣＦ－Ｂ”に示すように、第１調光層１２１は、可視光のうち青色成分（ピー
クは約４６０ｎｍ）を主に透過するように構成されている。例えば、第１調光層１２１は
、４００～４８０ｎｍにおいて極大透過波長となる透過ピークを有し、透過ピークの半値
幅は１００ｎｍ以下である。具体的には、図３に示すように、第１調光層１２１の透過率
のピークは、約４４０ｎｍである。
【００８３】
　また、“ＣＦ－Ｒ、ＣＦ－Ｇ”に示すように、第２調光層１２２は、可視光のうち青色
光を吸収し、青色光以外の光、例えば、緑色光（ピークは約５２０ｎｍ）及び赤色光（ピ
ークは約６１５ｎｍ）などを透過するように構成されている。具体的には、第２調光層１
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２２の透過率は、約４７０ｎｍから上昇し、約５３０ｎｍでピークに達し、以降は最大値
を保っている。
【００８４】
　（実施例２）
　実施例２に係る有機ＥＬ表示装置は、青色発光層及び非発光部の上方には、青色光を選
択的に透過し、青色光以外の光を選択的に吸収する第１調光層が形成され、赤色発光層及
び緑色発光層の上方には、青色光を選択的に吸収し、赤色光と緑色光とを選択的に透過す
る第２調光層が形成されていることを特徴とする。実施例２に係る第２調光層は、さらに
、赤色光及び緑色光の中間の波長の光を吸収する吸収特性を有する。
【００８５】
　図４は、本実施の形態の実施例２に係る有機ＥＬ表示装置２００の構成の一例を示す断
面構成図である。なお、実施例２に係る有機ＥＬ表示装置２００の概略構成は図１と同じ
であり、図４は、図１に示すＡ－Ａ断面における断面図である。
【００８６】
　図４に示す有機ＥＬ表示装置２００は、実施例１の有機ＥＬ表示装置１００と比較して
、第２調光層１２２の代わりに第２調光層２２２を備える点が異なっている。以下では、
実施例１と同じ点は説明を省略し、異なる点を中心に説明する。
【００８７】
　第２調光層２２２は、有機ＥＬ部の上方に形成された、青色光を選択的に吸収し、かつ
、緑色光と赤色光とを選択的に透過するカラーフィルタである。第２調光層２２２は、第
２調光層１２２と比較すると、形状と、形成される位置とは同じであり、吸収波長及び透
過波長が異なっている。
【００８８】
　図５は、本実施の形態の実施例２に係る有機ＥＬ表示装置２００における、調光層の透
過率の一例と、調光層を透過する前後の光のスペクトルの一例を示す図である。なお、“
ＣＦ－Ｒ、ＣＦ－Ｇ”、“Ｒ（透過後）”及び“Ｇ（透過後）”以外は、図３に示す実施
例１のスペクトルと同じである。
【００８９】
　“ＣＦ－Ｒ、ＣＦ－Ｇ”に示すように、第２調光層２２２は、可視光のうち青色成分以
外の成分を透過するように構成されている。さらに、第２調光層２２２は、透過率が、黄
～オレンジ色成分で極小値を持つように構成されている。具体的には、第２調光層２２２
の透過率は、約４７０ｎｍから上昇し、約５３０ｎｍでピークに達する。さらに、約５８
０ｎｍで極小値に達し、約６３０ｎｍで再度ピークに達し、以降は最大値を保っている。
【００９０】
　このように、第２調光層２２２は、赤色光及び緑色光の中間の波長の光を吸収するよう
に構成されている。これにより、赤色光及び緑色光の色純度をより高めることができる。
【００９１】
　（実施例３）
　実施例３に係る有機ＥＬ表示装置は、実施例２に係る有機ＥＬ表示装置の構成に加え、
さらに、５２０～６００ｎｍに極大吸収波長となる吸収ピークを有する第３調光層を備え
ることを特徴とする。
【００９２】
　図６は、本実施の形態の実施例３に係る有機ＥＬ表示装置３００の構成の一例を示す断
面構成図である。なお、実施例３に係る有機ＥＬ表示装置３００の概略構成は図１と同じ
であり、図６は、図１に示すＡ－Ａ断面における断面図である。
【００９３】
　図６に示す有機ＥＬ表示装置３００は、実施例２の有機ＥＬ表示装置２００と比較して
、新たに第３調光層３２３を備える点が異なっている。以下では、実施例２と同じ点は説
明を省略し、異なる点を中心に説明する。
【００９４】
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　第３調光層３２３は、有機ＥＬ部の上方に形成された層であり、例えば、着色された位
相差フィルム、着色された偏光フィルム、着色された反射防止フィルム、又は、着色され
たアンチグレアフィルムである。第３調光層３２３は、５２０～６００ｎｍに極大吸収波
長となる吸収ピークを有する。このときの吸収ピークの半値幅は、１００ｎｍ以下である
。
【００９５】
　なお、第３調光層３２３は、図６に示すように、副基板１２０と第１調光層１２１及び
第２調光層２２２との間に形成される。副基板１２０上に第３調光層３２３を形成する方
法は、特に限定されるものではなく、例えば、接着性の樹脂などの接着剤によって偏光フ
ィルムなどを副基板１２０に接着することで第３調光層３２３を形成する。さらに、第３
調光層３２３上に、実施例２と同様にして、第１調光層１２１及び第２調光層２２２を形
成する。
【００９６】
　図７は、本実施の形態の実施例３に係る有機ＥＬ表示装置３００における、調光層の透
過率の一例と、調光層を透過する前後の光のスペクトルの一例とを示す図である。
【００９７】
　実施例３に係る有機ＥＬ表示装置３００は、第３調光層３２３を備えることで、図５に
示す実施例２の“ＣＦ－Ｒ、ＣＦ－Ｇ”及び“ＣＦ－Ｂ”と図７に示す“ＣＦ－Ｒ、ＣＦ
－Ｇ”及び“ＣＦ－Ｂ”とを比較することで分かるように、透過率が少し下がっている。
なお、透過率のピーク及び極小となる波長は同じである。
【００９８】
　以上のように、実施例３に係る有機ＥＬ表示装置３００は、調光層を２重に備えること
により光取り出し効率が少し低下する。しかしながら、図７に示す“Ｒ（透過後）”、“
Ｇ（透過後）”及び“Ｂ（透過後）”のように、調光層を透過後の赤色光、緑色光及び青
色光の重なりが少なくなっている。すなわち、実施例３に係る有機ＥＬ表示装置３００は
、赤色光、緑色光及び青色光のそれぞれの純度をより高めることができる。
【００９９】
　（実施例４）
　実施例４に係る有機ＥＬ表示装置は、実施例１に示す構成において、さらに、第２調光
層が非発光部の上方にも形成されていることを特徴とする。つまり、非発光部の上方には
、第１調光層と第２調光層とが重なって配置されている。
【０１００】
　図８は、本実施の形態の実施例４に係る有機ＥＬ表示装置４００の構成の一例を示す断
面構成図である。なお、実施例４に係る有機ＥＬ表示装置４００の概略構成は図１と同じ
であり、図８は、図１に示すＡ－Ａ断面における断面図である。
【０１０１】
　図８に示す有機ＥＬ表示装置４００は、実施例１の有機ＥＬ表示装置１００と比較して
、第２調光層１２２の代わりに第２調光層４２２を備える点が異なっている。以下では、
実施例１と同じ点は説明を省略し、異なる点を中心に説明する。
【０１０２】
　第２調光層４２２は、有機ＥＬ部の上方に形成された、青色光を選択的に吸収し、かつ
、緑色光と赤色光とを選択的に透過するカラーフィルタである。第２調光層４２２は、第
２調光層１２２と比較すると、吸収波長及び透過波長は同じであり、形状と、形成される
位置とが異なっている。
【０１０３】
　具体的には、図８に示すように、第２調光層４２２は、赤色発光層１０５Ｒと緑色発光
層１０５Ｇとに重なるように形成されるだけではなく、バンク１０３とも重なるようにバ
ンク１０３の上方に形成される。つまり、非発光部であるバンク１０３の上方には、第１
調光層１２１と第２調光層４２２とが形成されている。
【０１０４】
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　上述したように、第１調光層１２１は、青色光を選択的に透過し、かつ、緑色光と赤色
光とを選択的に吸収する。第２調光層４２２は、青色光を選択的に吸収し、かつ、緑色光
と赤色光とを選択的に透過する。したがって、外光、及び、各色発光部から発せられた光
のうち、第１調光層１２１と第２調光層４２２とが重ねられた領域（バンク１０３の上方
）を通過する光はほとんど吸収される。
【０１０５】
　図９は、本実施の形態の実施例４に係る有機ＥＬ表示装置４００における、調光層の透
過率の一例を示す図である。
【０１０６】
　図９に示す“ＣＦ－Ｂ”は、第１調光層１２１の透過率を示しており、“ＣＦ－Ｒ、Ｃ
Ｆ－Ｇ”は、第２調光層４２２の透過率を示している。“ＣＦ－非発光”は、第１調光層
１２１と第２調光層４２２とが重ねられた層の透過率を示している。
【０１０７】
　図９に示すように、第１調光層１２１と第２調光層４２２とが重ねられた層の透過率は
、約４７０ｎｍから上昇し、約５００ｎｍでピークに達し、約５３０ｎｍでほぼ０となる
。このように、第１調光層１２１と第２調光層４２２とが重ねられた層は、緑色光を一部
透過する特性を有する。
【０１０８】
　非発光部であるバンク１０３上には、図９の“ＣＦ－非発光”で示される特性の調光層
が形成されているので、バンク１０３の上方に入射する光のうち多くの成分は吸収される
が、弱い緑色光の反射光が発せられる。
【０１０９】
　（実施例５）
　実施例５に係る有機ＥＬ表示装置は、実施例２に示す構成において、さらに、第２調光
層が非発光部の上方にも形成されていることを特徴とする。つまり、非発光部の上方には
、第１調光層と第２調光層とが重なって配置されている。
【０１１０】
　図１０は、本実施の形態の実施例５に係る有機ＥＬ表示装置５００の構成の一例を示す
断面構成図である。なお、実施例５に係る有機ＥＬ表示装置５００の概略構成は図１と同
じであり、図１０は、図１に示すＡ－Ａ断面における断面図である。
【０１１１】
　図１０に示す有機ＥＬ表示装置５００は、実施例２の有機ＥＬ表示装置２００と比較し
て、第２調光層２２２の代わりに第２調光層５２２を備える点が異なっている。以下では
、実施例２と同じ点は説明を省略し、異なる点を中心に説明する。
【０１１２】
　第２調光層５２２は、有機ＥＬ部の上方に形成された、青色光を選択的に吸収し、かつ
、緑色光と赤色光とを選択的に透過するカラーフィルタである。第２調光層５２２は、第
２調光層２２２と比較すると、吸収波長及び透過波長は同じであり、形状と、形成される
位置とが異なっている。
【０１１３】
　具体的には、第２調光層５２２の形状及び形成される位置は、実施例４の第２調光層４
２２と同じである。つまり、非発光部であるバンク１０３の上方には、第１調光層１２１
と第２調光層５２２とが形成されている。
【０１１４】
　したがって、実施例４と同様に、外光、及び、各色発光部から発せられた光のうち、第
１調光層１２１と第２調光層５２２とが重ねられた領域（バンク１０３の上方）を通過す
る光はほとんど吸収される。
【０１１５】
　図１１は、本実施の形態の実施例５に係る有機ＥＬ表示装置５００における、調光層の
透過率の一例を示す図である。なお、図１１では透過率は、強度１００の光が調光層を透
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過した際に出射される光の強度で表される。
【０１１６】
　図１１に示す“ＣＦ－Ｂ”は、第１調光層１２１の透過率を示しており、“ＣＦ－Ｒ、
ＣＦ－Ｇ”は、第２調光層５２２の透過率を示している。“ＣＦ－非発光”は、第１調光
層１２１と第２調光層５２２とが重ねられた層の透過率を示している。図１１に示すよう
に、実施例５に係る有機ＥＬ表示装置５００は、実施例４と同様に、バンク１０３の上方
の領域に入射する光のうち多くの成分は吸収されるが、弱い緑色光の反射光が発せられる
。
【０１１７】
　（実施例６）
　実施例６に係る有機ＥＬ表示装置は、実施例５に係る有機ＥＬ表示装置の構成に加え、
さらに、５２０～６００ｎｍに極大吸収波長となる吸収ピークを有する第３調光層を備え
ることを特徴とする。
【０１１８】
　図１２は、本実施の形態の実施例６に係る有機ＥＬ表示装置６００の構成の一例を示す
断面構成図である。なお、実施例６に係る有機ＥＬ表示装置６００の概略構成は図１と同
じであり、図１２は、図１に示すＡ－Ａ断面における断面図である。
【０１１９】
　図１２に示す有機ＥＬ表示装置６００は、実施例５の有機ＥＬ表示装置５００と比較し
て、新たに第３調光層３２３を備える点が異なっている。以下では、実施例５と同じ点は
説明を省略し、異なる点を中心に説明する。
【０１２０】
　第３調光層３２３は、実施例３に示す第３調光層３２３と同じであり、有機ＥＬ部の上
方に形成された層であり、例えば、着色された位相差フィルム、着色された偏光フィルム
、着色された反射防止フィルム、又は、着色されたアンチグレアフィルムである。第３調
光層３２３は、５２０～６００ｎｍに極大吸収波長となる吸収ピークを有し、赤色光、緑
色光及び青色光のそれぞれの色純度を高める機能を有する。吸収ピークの半値幅は、１０
０ｎｍ以下である。
【０１２１】
　図１３は、本実施の形態の実施例６に係る有機ＥＬ表示装置６００における、調光層を
透過する前後の光のスペクトルの一例を示す図である。
【０１２２】
　実施例６に係る有機ＥＬ表示装置６００は、第３調光層３２３を備えることで、図１１
に示す実施例５の“ＣＦ－Ｒ、ＣＦ－Ｇ”及び“ＣＦ－Ｂ”と図１３に示す“ＣＦ－Ｒ、
ＣＦ－Ｇ”及び“ＣＦ－Ｂ”とを比較することで分かるように、透過率が少し下がってい
る。なお、透過率のピーク及び極小となる波長は同じである。
【０１２３】
　以上のように、実施例６に係る有機ＥＬ表示装置６００は、調光層を２重に備えること
により光取り出し効率が少し低下する。しかしながら、図１３に示す“Ｒ（透過後）”、
“Ｇ（透過後）”及び“Ｂ（透過後）”のように、調光層を透過後の赤色光、緑色光及び
青色光の重なりが少なくなっている。すなわち、実施例６に係る有機ＥＬ表示装置６００
は、赤色光、緑色光及び青色光のそれぞれの純度をより高めることができる。
【０１２４】
　次に比較例１～４について説明する。比較例１～４は、実施例１～６との対照のために
、実施例１の一部を変更して構成される。
【０１２５】
　（比較例１）
　本実施の形態の比較例１に係る有機ＥＬ表示装置は、カラーフィルタなどの調光層を備
えないことを特徴とする。
【０１２６】
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　図１４は、本実施の形態の比較例１に係る有機ＥＬ表示装置７００の構成の一例を示す
断面構成図である。図１４に示すように、有機ＥＬ表示装置７００は、実施例１の有機Ｅ
Ｌ表示装置１００と比較して、第１調光層１２１及び第２調光層１２２を備えない点が異
なっている。具体的には、有機ＥＬ部が形成された主基板１０１と副基板１２０とが樹脂
層１１０によって貼り合わせられている。
【０１２７】
　これにより、図１５の“Ｒ”、“Ｇ”及び“Ｂ”に示すように、比較例１に係る有機Ｅ
Ｌ表示装置７００は調光層を備えないため、各色発光層からの発せられる光は、そのまま
外部に出射される。なお、図１５は、本実施の形態の比較例１に係る有機ＥＬ表示装置７
００における出射光のスペクトルの一例を示す図である。
【０１２８】
　（比較例２）
　本実施の形態の比較例２に係る有機ＥＬ表示装置は、比較例１の構成において、各色発
光層の上方に各色を選択的に透過させる調光層を備えるとともに、非発光部の上方に可視
光を吸収する吸収層を備えることを特徴とする。
【０１２９】
　図１６は、本実施の形態の比較例２に係る有機ＥＬ表示装置８００の構成の一例を示す
断面構成図である。図１６に示すように、有機ＥＬ表示装置８００は、比較例１に係る有
機ＥＬ表示装置７００と比較して、赤カラーフィルタ８２４Ｒと、緑カラーフィルタ８２
４Ｇと、青カラーフィルタ８２４Ｂと、ブラックマトリクス８２４ＢＭとを備える点が異
なっている。
【０１３０】
　赤カラーフィルタ８２４Ｒ、緑カラーフィルタ８２４Ｇ及び青カラーフィルタ８２４Ｂ
はそれぞれ、赤色光、緑色光及び青色光を選択的に透過するカラーフィルタである。ブラ
ックマトリクス８２４ＢＭは、非発光部であるバンク１０３の上方に形成された、可視光
を吸収する吸収層である。
【０１３１】
　図１７は、本実施の形態の比較例２に係る有機ＥＬ表示装置８００における、調光層を
透過する前後の光のスペクトルの一例を示す図である。図１７に示す“ＣＦ－Ｒ”は、赤
カラーフィルタ８２４Ｒの透過率を示しており、“ＣＦ－Ｇ”は、緑カラーフィルタ８２
４Ｇの透過率を示しており、“ＣＦ－Ｂ”は、青カラーフィルタ８２４Ｂの透過率を示し
ている。“Ｒ（透過後）”、“Ｇ（透過後）”及び“Ｂ（透過後）”に示すように、各カ
ラーフィルタを透過後の光のスペクトルは互いに重なり部分も少なく、色純度が高められ
ていることが分かる。
【０１３２】
　（比較例３）
　本実施の形態の比較例３に係る有機ＥＬ表示装置は、比較例１の構成において、５２０
～６００ｎｍに極大吸収波長を有する第３調光層を備えることを特徴とする。
【０１３３】
　図１８は、本実施の形態の比較例３に係る有機ＥＬ表示装置９００の構成の一例を示す
断面構成図である。図１８に示すように、有機ＥＬ表示装置９００は、比較例１に係る有
機ＥＬ表示装置７００と比較して、さらに、第３調光層９２３を備える点が異なっている
。
【０１３４】
　第３調光層９２３は、有機ＥＬ部の上方に形成された層であり、例えば、着色された位
相差フィルム、着色された偏光フィルム、着色された反射防止フィルム、又は、着色され
たアンチグレアフィルムである。第３調光層９２３は、５２０～６００ｎｍに極大吸収波
長を有し、赤色光、緑色光及び青色光のそれぞれの色純度を高める機能を有する。
【０１３５】
　図１９は、本実施の形態の比較例３に係る有機ＥＬ表示装置９００における、調光層を
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透過する前後の光のスペクトルの一例を示す図である。図１９に示す“ＣＦ”は、第３調
光層９２３の透過率を示している。“Ｒ（透過後）”及び“Ｇ（透過後）”に示すように
、第３調光層９２３透過後の光のスペクトルは互いに重なり部分が少なく、色純度が高め
られていることが分かる。
【０１３６】
　（比較例４）
　本実施の形態の比較例４に係る有機ＥＬ表示装置は、比較例３の構成において、青色を
選択的に透過させる調光層を備えることを特徴とする。
【０１３７】
　図２０は、本実施の形態の比較例４に係る有機ＥＬ表示装置１０００の構成の一例を示
す断面構成図である。図２０に示すように、有機ＥＬ表示装置１０００は、比較例３に係
る有機ＥＬ表示装置９００と比較して、さらに、青カラーフィルタ１０２４Ｂを備える点
が異なっている。
【０１３８】
　青カラーフィルタ１０２４Ｂは、青色光を選択的に透過するカラーフィルタである。青
カラーフィルタ１０２４Ｂは、青色発光層１０５Ｂ及び非発光部であるバンク１０３の上
方に、青色発光層１０５Ｂ及び非発光部に重なるように形成されている。
【０１３９】
　図２１は、本実施の形態の比較例４に係る有機ＥＬ表示装置１０００における、調光層
を透過する前後の光のスペクトルの一例を示す図である。図２１に示す“ＣＦ－Ｂ”は、
青カラーフィルタ１０２４Ｂ及び第３調光層９２３が重ねられた層の透過率を示している
。“ＣＦ－Ｒ、ＣＦ－Ｇ”は、第３調光層９２３の透過率を示している。“Ｒ（透過後）
”、“Ｇ（透過後）”及び“Ｂ（透過後）”に示すように、各カラーフィルタを透過後の
光のスペクトルは互いに重なり部分も少なく、色純度が高められていることが分かる。
【０１４０】
　以下では、実施例１～６の効果について、表１を用いて比較例１～４と比較しながら説
明する。
【０１４１】

【表１】

【０１４２】
  なお、上記の説明において、調光層透過後のスペクトルは、調光層を透過する前のＥＬ
スペクトルに調光層の吸収スペクトルを掛け合せて計算した。また、色度は、調光層透過
後のスペクトルから計算した。輝度比は、調光層透過後のスペクトルの面積比（視感度曲
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線を考慮）から計算した。外光反射率は、図２２の蛍光灯のスペクトルが調光層を入射時
と出射時の２度透過して得られるスペクトルの面積比（視感度曲線を考慮）から計算した
。なお、これらの計算結果は、実測とよく一致する有効なものであることを別途確認して
いる。
【０１４３】
　（実施例１及び実施例４の効果）
　まず、実施例１の効果について説明する。
【０１４４】
　実施例１に係る有機ＥＬ表示装置１００では、青色発光層１０５Ｂ及び非発光部である
バンク１０３の上方に第１調光層１２１（例えば、青カラーフィルタ）が形成され、赤色
発光層１０５Ｒ及び緑色発光層１０５Ｇの上方に第２調光層１２２（例えば、黄色カラー
フィルタ）が形成されている。つまり、実施例１に係る有機ＥＬ表示装置１００では、２
種類の調光層を形成するだけでよいのに対して、特許文献１に記載の技術（比較例２）で
は、ＲＧＢのそれぞれに対応させた３色のカラーフィルタと、ブラックマトリクスとの４
種類の調光層を形成しなければならない。
【０１４５】
　したがって、実施例１に係る有機ＥＬ表示装置１００は、調光層に用いる材料は２種類
で済むため、生産性を高めることができる。さらに、材料が少ないことに加え、調光層の
工程数も少ないので、低コストで製造することができる。
【０１４６】
　また、表１にも示すように、調光層を備えない場合（比較例１）に比べて、外光反射率
を低減することができるので、外光が表示画面によって反射するのを低減することができ
る。このとき、第１調光層１２１を通過する外光は、図３の“ＣＦ－Ｂ”に示すように、
青色が選択的に透過されるので、青色の反射光として反射される。同様に、第２調光層１
２２を通過する外光は、図３の“ＣＦ－Ｒ、ＣＦ－Ｇ”に示すように、青色が選択的に吸
収されるので、黄色の反射光として反射される。
【０１４７】
　したがって、実施例１に係る有機ＥＬ表示装置１００では、第１調光層１２１を介して
出力された反射光の青色と、第２調光層１２２を介して出力された反射光の黄色とは補色
の関係にあるため、反射光を白い色にすることができる。このため、比較例２に比べると
外光反射率は高いが、反射光を無彩色にすることができるので、反射光による色度ズレな
どの影響を低減することができる。
【０１４８】
　このように、実施例１に係る有機ＥＬ表示装置１００は、外光反射率がやや高い点を除
き、比較例２とほぼ同等の特性を非常に低コストで得ることができる。量産化を視野に入
れた場合、高生産性を有し、かつ、低コストで製造することができるという点は、非常に
優位な点である。
【０１４９】
　また、比較例１に係る有機ＥＬ表示装置７００は、図１５の“Ｒ”、“Ｇ”及び“Ｂ”
に示すように、青色光及び緑色光と、緑色光及び赤色光との重なりが大きく、色純度が良
くない。さらに、表１に示すように外光反射率が高いので、コントラストを高めることが
困難である。
【０１５０】
　比較例１と比べると、実施例１に係る有機ＥＬ表示装置１００は、外光反射率を大幅に
低下させることができるので、コントラストを高めることができる。さらに、図３と図１
５とを比較することで分かるように、青色光と緑色光との重なりが小さくなっており、色
純度が高められている。
【０１５１】
　また、比較例３に比べると、実施例１に係る有機ＥＬ表示装置１００は、表１に示すよ
うに赤色光の輝度の低下を低減することができる。さらに、図３と図１９とを比較するこ
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とで分かるように、青色光と緑色光との重なりが小さくなっており、色純度が高められて
いる。
【０１５２】
　また、比較例４に比べると、実施例１に係る有機ＥＬ表示装置１００は、赤色光及び緑
色光の輝度の低下を低減することができる。輝度の低下は、所定の輝度を得るためにはよ
り消費電力が高くなってしまい、画素の寿命が短くなるなどの不具合が生じる。したがっ
て、実施例１に係る有機ＥＬ表示装置１００は、低消費電力、及び、長寿命化を達成する
ことができる。また、比較例４に係る有機ＥＬ表示装置１０００では、反射光が非常に強
い青紫色になるという問題があるが、実施例１に係る有機ＥＬ表示装置１００では、反射
光が青紫色になるのを抑制することができる。
【０１５３】
　実施例４に係る有機ＥＬ表示装置４００は、実施例１に係る有機ＥＬ表示装置１００の
効果に加えて、以下の効果を有する。
【０１５４】
　実施例４に係る有機ＥＬ表示装置４００では、非発光部であるバンク１０３の上方には
、第１調光層１２１（例えば、青カラーフィルタ）と第２調光層４２２（例えば、黄カラ
ーフィルタ）とが重ねられている。したがって、非発光部は黒色に近い色になり、反射光
をより白色に近い色にすることができる。
【０１５５】
　さらに、図９に示すように、非発光部に外光が入射した場合、弱い緑色の反射光を出力
する。緑色光の反射により、有機ＥＬ表示装置４００が発する青紫色を打ち消すことがで
きるので、非発光部と発光部とのコントラストを高めることができる。
【０１５６】
　（実施例２及び実施例５の効果）
　次に、実施例２の効果について説明する。実施例２に係る有機ＥＬ表示装置２００は、
実施例１に係る有機ＥＬ表示装置１００の効果に加えて、以下の効果を有する。
【０１５７】
　実施例２に係る有機ＥＬ表示装置２００では、図５の“ＣＦ－Ｒ、ＣＦ－Ｇ”に示すよ
うに、第２調光層２２２が約５２０～６００ｎｍに極大吸収波長を有する。この構成によ
り、図５に示すように、赤色光及び緑色光の中間の波長の光を吸収することで、赤色光及
び緑色光の色純度をより高めることができる。また、オレンジ色の光を吸収するので、外
光反射を低減することができる。特に、蛍光灯の光はオレンジ色の成分を多く含むために
、より有効である。
【０１５８】
　実施例５に係る有機ＥＬ表示装置５００は、実施例２に係る有機ＥＬ表示装置２００の
効果に加えて、実施例４に係る有機ＥＬ表示装置４００と同様の効果を有する。
【０１５９】
　つまり、非発光部をより黒色に近い色にすることができ、反射光をより白色に近い色に
することができるとともに、非発光部における緑色の反射により、コントラストをより高
めることができる。
【０１６０】
　（実施例３及び実施例６の効果）
　次に、実施例３の効果について説明する。実施例３に係る有機ＥＬ表示装置３００は、
実施例２に係る有機ＥＬ表示装置２００の効果に加えて、以下の効果を有する。
【０１６１】
　実施例３に係る有機ＥＬ表示装置３００は、さらに、第３調光層３２３を備えるので、
表１、又は、図５及び図７に示すように、赤色光、緑色光及び青色光の輝度が少し低下す
る代わりに、外光反射率をより低減させることができるとともに、色純度をさらに高める
ことができる。
【０１６２】
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　実施例６に係る有機ＥＬ表示装置６００は、実施例３に係る有機ＥＬ表示装置３００の
効果に加えて、実施例４に係る有機ＥＬ表示装置４００と同様の効果を有する。
【０１６３】
　つまり、非発光部をより黒色に近い色にすることができ、反射光をより白色に近い色に
することができるとともに、非発光部における緑色の反射により、コントラストをより高
めることができる。
【０１６４】
　以上、本発明に係る有機ＥＬ表示装置について、実施の形態に基づいて説明したが、本
発明は、これらの実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱しない限り
、当業者が思いつく各種変形を当該実施の形態に施したものや、異なる実施例における構
成要素を組み合わせて構築される形態も、本発明の範囲内に含まれる。
【０１６５】
　例えば、実施例３及び実施例６では、赤色発光層１０５Ｒ、緑色発光層１０５Ｇ及び青
色発光層１０５Ｂを含む有機ＥＬ部、第１調光層１２１、及び第３調光層３２３は、この
順で形成される構成について説明した。これに対して、図２３に示す有機ＥＬ表示装置１
１００のように、有機ＥＬ部、第３調光層３２３、及び第１調光層１２１の順に形成され
ていてもよい。つまり、副基板１２０上に、第１調光層１２１及び第３調光層３２３がこ
の順で形成されている。主基板１０１と副基板１２０とは、第３調光層３２３と有機ＥＬ
部とが向かい合うように配置されていてもよい。
【０１６６】
　また、副基板１２０が、着色されたガラス又はプラスチックで構成されており、上記の
第３調光層３２３として機能してもよい。あるいは、樹脂層１１０が、着色された樹脂で
構成されており、第３調光層３２３として機能してもよい。さらには、図２４の有機ＥＬ
表示装置１２００に示すように、陽極１０２と陰極１０６との間に配置された１層以上の
着色された有機層として、第３調光層１２２３が形成されていてもよい。このとき、第３
調光層は、図２４に示すように、各有機発光層（赤色発光層１０５Ｒ、緑色発光層１０５
Ｇ及び青色発光層１０５Ｂ）と陰極１０６との間でもよく、あるいは、各有機発光層と陽
極１０２との間でもよい。
【０１６７】
　また、反射防止フィルム又はアンチグレアフィルムが、第３調光層として機能する着色
された樹脂層によって貼り合わされていてもよい。例えば、図２５に示す有機ＥＬ表示装
置１３００のように、副基板１２０上に、着色された樹脂層である第３調光層３２３によ
って貼り合わせられた反射防止フィルム又はアンチグレアフィルムなどのフィルム１３２
５を備えていてもよい。
【０１６８】
　また、実施例１において、第１調光層１２１及び第２調光層１２２は同一の層に一体化
して形成される構成について説明したが、異なる層に形成してもよい。例えば、第１調光
層１２１と第２調光層１２２との間に副基板１２０が形成されていてもよい。
【０１６９】
　なお、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置は、例えば、図２６に示すようなデジタル
テレビに利用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１７０】
　本発明に係る有機ＥＬ表示装置は、低コストで製造でき、かつ、色純度、透過率、反射
低減、及び、反射色がバランス良く優れているという効果を奏し、例えば、テレビ、パー
ソナルコンピュータ、携帯電話などのあらゆる表示装置に利用することができる。
【符号の説明】
【０１７１】
１００、２００、３００、４００、５００、６００、７００、８００、９００、１０００
、１１００、１２００、１３００　有機ＥＬ表示装置
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１０１　主基板
１０２　陽極
１０３　バンク
１０４　正孔輸送層
１０５Ｂ　青色発光層
１０５Ｇ　緑色発光層
１０５Ｒ　赤色発光層
１０６　陰極
１１０　樹脂層
１２０　副基板
１２１　第１調光層
１２２、２２２、４２２、５２２　第２調光層
３２３、９２３、１２２３　第３調光層
８２４Ｂ、１０２４Ｂ　青カラーフィルタ
８２４Ｇ　緑カラーフィルタ
８２４ＢＭ　ブラックマトリクス
８２４Ｒ　赤カラーフィルタ
１３２５　フィルム

【図１】 【図２】
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